
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和７年３月４日（火）    ８：２２～８：３１ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：石 破 茂 内閣総理大臣 

村 上 誠一郎 国務大臣（総務大臣） 

鈴 木 馨 祐 国務大臣（法務大臣） 

岩 屋 毅 国務大臣（外務大臣） 

加 藤 勝 信 国務大臣（財務大臣、内閣府特命担当大臣） 

あ べ 俊 子 国務大臣（文部科学大臣） 

福 岡 資 麿 国務大臣（厚生労働大臣） 

江 藤 拓 国務大臣（農林水産大臣） 

武 藤 容 治 国務大臣（経済産業大臣、内閣府特命担当大臣） 

中 野 洋 昌 国務大臣（国土交通大臣） 

浅 尾 慶一郎 国務大臣（環境大臣、内閣府特命担当大臣） 

中 谷 元 国務大臣（防衛大臣） 

林 芳 正 国務大臣（内閣官房長官） 

平 将 明 国務大臣（デジタル大臣、内閣府特命担当大臣） 

伊 藤 忠 彦 国務大臣（復興大臣） 

坂 井 学 国務大臣（国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣） 

三 原じゅん子 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

赤 澤 亮 正 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

城 内 実 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

伊 東 良 孝 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：橘 慶一郎 内閣官房副長官 

青 木 一 彦 内閣官房副長官 

佐 藤 文 俊 内閣官房副長官 

岩 尾 信 行 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件       ２件 

○国会提出案件     ９件 

○法律案        ３件 

○政令         ３件 

○議員提出法律案関係  ３件 

○人事         ２件 

○配布         １件 

いずれも、案件表のとおり、決定、了解等となった。 
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議事内容： 

○林国務大臣：ただ今から、閣議を開催いたします。 

まず、閣議案件について、青木副長官から御説明申し上げます。 

○青木内閣官房副長官：一般案件等について、申し上げます。まず、令和６年６月８

日から７月３０日までの間の豪雨による災害対応関係２件について、御決定をお願

いいたします。「同災害により被害を受けた中小企業者等に対する災害融資に関す

る特別措置の適用期間の延長」は、同災害により被害を受けた区域内に事業所を有

する中小企業者等に対する災害融資の貸付金利軽減の特別措置の適用期間を１年

間延長するものであり、「同災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措

置の指定令の一部改正令」は、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例の適

用期間を１年間延長するものであります。 
  次に、「東日本大震災の弔意表明」について、御了解をお願いいたします。本件

は、東日本大震災の発生から１４年となる本年３月１１日に哀悼の意を表するため、

各府省において弔旗を掲揚するとともに、国民各位に対して、午後２時４６分に黙

とうを捧げるよう協力をお願いするものであります。 
  次に、質問主意書に対する答弁書９件について、お手元の資料のとおり、御決定

をお願いいたします。 
  次に、法律案３件について、御決定をお願いいたします。まず、「公益通報者保護

法の一部改正法案」は、近年の事業者の公益通報への対応状況及び公益通報者の保

護を巡る国内外の動向に鑑み、公益通報に適切に対応するために事業者がとるべき

措置の充実強化を図るための措置等を講ずるものであります。 
  次に、「早期事業再生法案」は、早期の事業再生を図るため、第三者機関の関与の

下で、事業者の債務に係る権利関係の調整を可能とする手続等を整備するものであ

ります。 
  次に、「マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法案」は、老朽化したマ

ンションの増加等に鑑み、適正な管理を促す仕組みの導入や建物の新たな再生手法

の創設等の措置を講ずるものであります。 
  次に、政令２件について、御決定をお願いいたします。まず、「電気事業法施行令

の一部改正令」は、広域的運営推進機関の借入金及び同機関債の発行の限度額を引

き上げるものであります。 
  次に、「駐車場法施行令の一部改正令」は、自動車の駐車需要を生じさせる程度の

大きい用途として、共同住宅を追加するものであります。 
  次に、人事案件について、申し上げます。まず、裁判官人事といたしまして、退

官するものについて、御決定をお願いいたします。 
  次に、飯田尚志外１３６名の叙位又は叙勲について、御決定をお願いいたします。 
  次に、配布資料といたしまして、「労働力調査報告」があります。本件につきまし

ては、後程、総務大臣及び、関連して厚生労働大臣から御発言があります。 
  次に、準備のための案件といたしまして、内閣提出予算及び法律案の修正案に対

する国会法に基づく内閣の意見要旨３件について、あらかじめ御決定をお願いいた
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します。本件は、内閣意見を求められることを条件に決定するもので、それまでの

間、不公表扱いとなりますので、御了承をお願いいたします。まず、衆議院予算委

員会において、本日採決予定の重徳和彦議員外３名提出の「令和７年度一般会計予

算及び令和７年度特別会計予算に対する修正案」は、同年度一般会計の歳入歳出予

算を約１１７兆円に増額するもの等であり、これに対する内閣の意見要旨は、「政

府としては、賛成しがたい。」というものであります。次に、衆議院財務金融委員会

において、採決予定の、後藤茂之議員外２名提出の「所得税法等の一部改正法案に

対する修正案」は、所得税の基礎控除等の特例を創設する等の措置を行うものであ

り、これに対する内閣の意見要旨は、「政府としては、特に異議はない。」というも

のであります。次に、同委員会において、採決予定の、階猛議員外２名提出の「同

改正法案に対する修正案」は、揮発油税等の暫定税率を廃止する措置を行うもので

あり、これに対する内閣の意見要旨は、「政府としては、反対である。」というもの

であります。 
○林国務大臣：次に、大臣発言がございます。まず、総務大臣。 
○村上国務大臣：本日、労働力調査結果を公表いたしました。１月の完全失業率は、

季節調整値で２．５パーセントと、前月と同率となりました。就業者数は６，７７

９万人と、１年前に比べ６５万人増加し、３０か月連続の増加となりました。今後

も就業者や完全失業者などの状況を注視してまいります。 
○林国務大臣：次に、厚生労働大臣。 
○福岡国務大臣：令和７年１月の有効求人倍率は、季節調整値で１．２６倍と、前月

を０．０１ポイント上回りました。求人・求職の動向や、総務大臣から報告のあり

ました労働力調査の結果をみますと、現在の雇用情勢は、求人が底堅く推移してお

り、緩やかに持ち直しています。物価上昇等が雇用に与える影響に留意する必要が

あると考えています。引き続き、雇用と生活をしっかりと守るため、求職者の方が

置かれている状況に応じた、きめ細かな就労支援に取り組むとともに、事業主の方

に対する人材確保支援に取り組んでまいります。 
○林国務大臣：これをもちまして、閣議を終了いたします。 

引き続き、閣僚懇談会を開催いたします。 
御発言はございますか。 
無いようですので、以上をもちまして、閣僚懇談会を終了いたします。 
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令和７年 

３月４日 

◎ 一 般案 件

○ 令 和 ６年 ６月 ８ 日か ら ７月 ３ ０日 ま での 間 の豪 雨

に よ る 災害 によ り 被害 を 受け た 中小 企 業者 等 に対

す る 災 害融 資に 関 する 特 別措 置 の適 用 期間 の 延長

に つ い て（ 決定 ）

（ 財 務 省・ 内閣 府 本府 ・ 厚生 労 働・ 経 済産 業 省）

〃 ○ 東 日本大 震 災の 弔 意表 明 につ い て（ 了 解）

（ 復 興庁 ） 

◎ 国 会 提出 案件

1.参 議 院議 員 浜田 聡 （Ｎ 党 ）提 出 小枝 淳 子氏 の

日 本 銀 行 政策委 員 会審 議 委員 と して の 妥当 性

に 関 す る 質問に 対 する 答 弁書 に つい て

（ 決 定 ）           （内 閣 官房 ）

○ 1. 参議 院議 員 神谷 宗 幣（ 無 所属 ） 提出 食 用赤 色

３ 号 を 始 めとす る 食品 添 加物 の 安全 性 評価 と 

使 用 規 制 に関す る 質問 に 対す る 答弁 書 につ い 

て （ 決 定 ）          （消 費 者庁 ） 

1. 衆議 院議 員藤 原 規眞 （ 立憲 ） 提出 鈴 木馨 祐 法

務大臣が法務省職員に菓子折りを「差し入れ」

し た こ と に関す る 質問 に 対す る 答弁 書 につ い

て （ 決 定 ）           （ 法 務省 ）

1. 衆議 院議 員竹 上 裕子 （ 保守 ） 提出 選 択的 夫 婦

別 氏 制 度 の導入 反 対に 関 する 質 問に 対 する 答

弁 書 に つ いて（ 決 定）       （ 同上 ）

1. 衆議 院議 員島 田 洋一 （ 保守 ） 提出 日 朝間 の 外

交 交 渉 に おける 記 録欠 落 と内 容 の漏 洩 に関 す

る 再 質 問 に対す る 答弁 書 につ い て（ 決 定）

（ 外 務省 ） 

（ 火 ）閣 議 案 件

資 料
あ り

資 料
あ り
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1. 衆議 院議 員八 幡 愛（ れ 新） 提 出ア ニ メー シ ョ 

ン 人 材 育 成調査 研 究事 業 の成 果 活用 状 況及 び 

今 後 の 取 組に関 す る質 問 に対 す る答 弁 書に つ 

い て （ 決 定）        （ 文部 科 学省 ） 

1. 衆議 院議 員屋 良 朝博 （ 立憲 ） 提出 年 金事 務 所 

に お け る 厚生年 金 保険 料 等の 徴 収業 務 の運 用 

に 関 す る 質問に 対 する 答 弁書 に つい て 

（ 決 定 ）          （ 厚生 労 働省 ） 

1. 参議 院議 員浜 田 聡（ Ｎ 党） 提 出公 的 医療 保 険 

における「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」 

に 係 る 費 用に関 す る質 問 に対 す る答 弁 書に つ 

い て （ 決 定）           （ 同上 ） 

1. 参議 院議 員石 垣 のり こ （立 憲 ）提 出 米の 取 引 

に 異 業 種 等が参 入 して い るこ と に関 す る質 問 

に 対 す る 答弁書 に つい て （決 定 ） 

（ 農 林 水産 省） 

 

◎ 法 律案 

〇公 益通 報者 保 護法 の 一部 を 改正 す る法 律 案 

（ 決 定 ）             （ 消費 者 庁） 

〃  ○ 円 滑な事 業 再生 を 図る た めの 事 業者 の 金融 機 関等 

に 対 す る債 務の 調 整の 手 続等 に 関す る 法律 案 

（ 決 定 ）         （ 経 済産 業 ・法 務 省） 

〃  ○ 老 朽化マ ン ショ ン 等の 管 理及 び 再生 の 円滑 化 等を 

図 る た めの 建物 の 区分 所 有等 に 関す る 法律 等 の一 

部 を 改 正す る法 律 案（ 決 定） 

（ 国 土 交通 ・法 務 ・財 務 省） 

 

◎ 政  令 

○ 令 和 ６年 ６月 ８ 日か ら ７月 ３ ０日 ま での 間 の豪 雨 

に よ る 災害 につ い ての 激 甚災 害 及び こ れに 対 し適 

用 す べ き措 置の 指 定に 関 する 政 令の 一 部を 改 正す 

る 政 令 （決 定 )( 内 閣府 本 府・ 財 務・ 経 済産 業 省） 

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  
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 ○ 電気 事 業法 施 行令 の 一部 を 改正 す る政 令 （決 定 ） 

（ 経 済産 業 ・財 務 省） 

〃  ○ 駐 車場法 施 行令 の 一部 を 改正 す る政 令 （決 定 ） 

（ 国 土 交通 省） 

 

◎ 人  事 

☆ 判 事 補兼 簡易 裁 判所 判 事薦 田 淳平 外 １名 を 願に 依 

り 免 ずる こと に つい て （決 定 ） 

 ☆ 元 総 務技官 飯 田尚 志 外１ ３ ６名 の 叙位 又 は叙 勲 に 

つ い て（ 決定 ） 

 

◎ 配  布 

☆ 労 働 力調 査報 告           （ 総 務省 ） 

 

 

〔 ○ 署名 あ り  ☆ 署名 な し〕 

 

資 料  
あ り  

資 料  
な し  

資 料  
あ り  
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令和７年 

３月４日 

 

◎ 議 員提 出法律 案 関係 

   ○ 衆議院 議 員重 徳 和彦 （ 立憲 ） 外３ 名 提出 の 令和 ７ 

年 度 一 般会 計予 算 及び 令 和７ 年 度特 別 会計 予 算に 

対 す る 修正 案に 対 する 国 会法 第 ５７ 条 の３ に 基づ 

く 内 閣 の意 見要 旨 につ い て（ 決 定）  （財 務 省） 

1. 衆議 院議 員後 藤 茂之 （ 自民 ） 外２ 名 提出 の 所 

〃  ○   得税 法 等の 一 部を 改 正す る 法律 案 に対 す る修 

正 案 に 対 する国 会 法第 ５ ７条 の ３に 基 づく 内 

閣 の 意 見 要旨 

1. 衆 議院 議員階 猛 （立 憲 ）外 ２ 名提 出 の所 得 税 

法 等 の 一部 を改 正 する 法 律案 に 対す る 修正 案 

に 対 す る国 会法 第 ５７ 条 の３ に 基づ く 内閣 の 

意 見 要 旨 

に つ い て（ 決定 ）           （ 同 上） 

 

 

〔 ○ 署名 あ り  ☆ 署名 な し〕 

 

 
 

資 料  
あ り  

（ 火 ）  準 備 の た め 
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